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沖
縄
県
に
お
け
る
県
民
大
会
に
係
る
外
務
省
の
情
報
収
集
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
四
月
二
十
五
日
、
沖
縄
県
読
谷
村
で
、
普
天
間
飛
行
場
の
県
内
移
設
に
反
対
す
る
県
民
集
会
（
以
下
、
「
県
民
大
会
」

と
い
う
。
）
が
開
催
さ
れ
、
一
部
報
道
で
は
、
九
万
人
の
人
数
が
集
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内

閣
衆
質
一
七
四
第
五
三
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
県
民
大
会
」
以
外
に
も
、
沖
縄
県
で
は
普
天
間
飛
行
場
の
県
内
移
設
に
反
対
す
る
集
会
が
数
多
く
開
催
さ
れ
て
い
る
と

承
知
す
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
そ
れ
ら
に
対
し
、
沖
縄
大
使
は
じ
め
外
務
省
沖
縄
事
務
所
は
ど
の
様
な
対
応
を
取
っ
て

い
る
か
、
大
使
本
人
ま
た
は
同
事
務
所
職
員
が
出
席
し
、
情
報
収
集
を
す
る
等
の
対
応
を
取
っ
て
い
る
か
と
問
う
た
と
こ

ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
外
務
省
沖
縄
事
務
所
は
、
御
指
摘
の
県
民
大
会
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
職
員
を
派
遣
し

て
傍
聴
す
る
ほ
か
、
公
開
情
報
を
含
む
各
種
情
報
の
収
集
を
行
っ
た
上
で
、
公
電
を
含
む
様
々
な
手
段
に
よ
り
外
務
本
省
に

対
し
報
告
す
る
等
の
対
応
を
行
っ
て
お
り
、
か
か
る
対
応
に
関
し
、
外
務
省
の
予
算
か
ら
必
要
な
経
費
を
支
出
し
て
い

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
様
に
、
実
際
に
同
省
と
し
て
職
員
を
派
遣
し
て
傍
聴
さ
せ
た
「
県
民

大
会
」
を
含
む
大
会
等
に
つ
い
て
、
�
大
会
等
の
名
称
、
�
大
会
等
の
日
に
ち
、
�
大
会
等
に
派
遣
さ
れ
、
傍
聴
し
た
全
て

の
職
員
の
官
職
氏
名
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

一
の
大
会
等
に
関
す
る
外
務
本
省
へ
の
報
告
は
、
誰
に
よ
り
、
ど
の
様
な
方
法
で
、
ど
の
様
な
内
容
に
つ
い
て
行
わ
れ
て

い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。
右
の
う
ち
、
公
電
を
用
い
た
報
告
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
公
電
が
外
務
本
省
に
届
い
た
日
、

時
、
分
も
併
せ
て
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
県
民
大
会
」
に
つ
い
て
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
県
民
大
会
自
体
に
つ
い
て
は
外
務
省
沖
縄
事
務
所
か
ら
外

務
本
省
に
対
し
て
公
電
に
よ
る
報
告
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
「
県
民
大
会
」
に
つ

い
て
の
外
務
本
省
に
対
す
る
報
告
は
、
誰
に
よ
り
、
ど
の
様
な
方
法
で
ど
の
様
な
内
容
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
説
明

さ
れ
た
い
。

四

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
「
県
民
大
会
」
を
含
む
大
会
等
に
集
ま
っ
た
人
数
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
か
。

五

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
「
県
民
大
会
」
を
含
む
大
会
等
に
つ
い
て
ど
の
様
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


